
 

 

 

 

 

 
付編 東海地震関連情報に伴う対策 



東海－1 

                           第１章 計画の目的等 

 

第１節 目  的 
 

 内閣総理大臣は、地震予知情報を受け、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるとき

は、大規模地震対策特別措置法に基づき、地震災害に関する警戒宣言を発するとともに、東海地震に係

る地震防災対策強化地域内の居住者等に対して、警戒態勢をとるべき旨を公示するなどの措置をとらな

ければならないこととされている。 

大阪府は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、警戒宣言が発せられたこ

とに伴う社会的混乱の防止に努めるとともに、東海地震による直接的な被害を最小限に軽減するための

措置を講ずることにより、住民の生命、身体及び財産の安全を確保する。 

 

第２節 府域での予想震度 
 

 府は、東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定されていないが、東海地震が発生した場合、

府域で震度４、局地的に震度５弱程度が予想されていることから、被害が発生するおそれがある。 

 

第３節 基本方針 
  

１ 市は、大規模地震対策特別措置法の規定に基づく東海地震に係る地震防災対策強化地域には指定さ

れていないため、警戒宣言が発せられている間においても、都市機能は平常どおり確保する。 

 

２ 原則として警戒宣言が発せられたときから地震の発生、又は警戒解除宣言が発令されるまでの間に

とるべき措置を定めるが、東海地震注意情報が発表されたときから警戒宣言が発せられるまでの間に

ついても、必要な措置をとる。 

 

３ 東海地震と東南海･南海地震が同時又は連続して発生するおそれもあることから、警戒解除宣言が

発せられた後も、状況に応じて必要な措置をとる。 

 

４ 災害予防対策及び応急対策は、本計画第２編災害予防対策、第３編地震災害応急対策で対処する。




